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一一一町一一一一一

中
世
山
門
衆
徒
の
同
族
結
合
と
里
房

辻

博

之

は
じ
め
に

最
近
、
黒
田
俊
雄
氏
は
中
世
の
寺
社
勢
力
を
論
ピ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
「
中
世
社
会
の
基
本
的
で
か
つ
日
常
的
形
態
と
し
て
把

握
」
す
る
必
要
性
を
説
き
、
そ
の
方
法
と
し
て
寺
社
勢
力
を
「
現
実
の
人
間
の
組
織

1
集
団
の
一
形
態
」
と
み
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て

い
る
。こ
の
提
言
を
受
け
と
め
る
な
ら
ば
中
世
寺
院
史
研
究
は
、
中
世
社
会
の
構
造
的
特
質
の
究
明
に
き
わ
め
て
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
官
大
寺
の
制
度
・
機
構
の
解
明
か
ら
一
僧
侶
個
人
の
日
常
生
活
の
細
部
に
わ
た
る
ま
で
、
包
括
的
な
観
点
の
も
と
に
な
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
小
稿
で
は
中
世
比
叡
山
を
素
材
と
し
て
、
僧
侶
の
日
常
生
活
の
基
盤
で
あ
る
子
院
・
坊
舎
・
房
室
（
こ
れ
ら
を
「
房
一
」
の
語
で
代

表
さ
せ
る
）
を
と
り
あ
げ
、
特
に
坂
本
の
里
房
の
役
割
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
簡
単
に
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

中
世
比
叡
山
の
僧
団
組
織
は
、
基
本
的
に
上
方
（
衆
徒
）
・
中
方
（
堂
衆
）
・
下
僧
の
三
つ
の
身
分
階
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
三
つ
の
階
層
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
自
・
麗
次
・
役
職
・
所
属
集
団
な
ど
の
要
素
に
よ
っ
て
類
別
さ
れ
、
存
在
形
態
を
多
様
に
し
て
い

た
。
こ
の
比
叡
山
寺
内
の
身
分
構
成
の
中
で
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
中
心
に
あ
っ
た
の
が
、
「
清
浄
住
学
生
」
と
し
て
学
問
の
研
績
に

（

2
）
 

た
ず
さ
わ
る
衆
徒
で
あ
っ
た
。

衆
徒
は
山
上
の
三
塔
十
六
谷
の
い
ず
れ
か
に
「
房
」
を
持
ち
、
そ
こ
を
基
盤
に
種
々
の
法
会
や
講
涯
に
参
集
し
て
教
学
の
振
興
に
あ
た

っ
て
い
た
。
衆
徒
は
山
上
房
に
対
し
て
里
房
を
持
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。

凡
言
里
坊
者
山
上
深
霧
甚
雪
時
、
老
躯
病
身
之
僧
徒
不
堪
住
山
故
、
居
山
下
保
養
残
躯
、
勤
修
顕
密
之
行
学
奉
祈
国
家
安
全
者
也
、

レ

二

一

二

一

二

一

一

一

一

レ

二

一

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
里
房
と
は
本
来
、
住
山
に
耐
え
ら
れ
な
い
老
弱
者
の
た
め
の
休
養
施
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
世
に

お
け
る
里
房
の
実
態
は
、
世
俗
的
要
素
を
濃
厚
に
介
在
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
以
来
、
寺
院
内
で
は
所
職
・
道
具
・
房
舎
・
田
園
な
ど
の
私
有
・
相
伝
が
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
法

脈
の
師
資
相
承
が
一
般
化
し
て
い
た
。
法
脈
の
師
弟
間
伝
授
が
房
舎
以
下
の
私
財
の
相
伝
を
伴
っ
て
叡
山
内
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
り
、

山
上
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
集
団
で
あ
る
門
流
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
衆
徒
の
ユ
房
」
は
法
脈
を
伝
え
る
師
弟
関
係
の
紐
帯
で
あ
る
と
と
も
に
、
重
要
な
相
続
財
産
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
る
よ

う
に
な
り
、
必
然
的
に
「
房
」
の
大
小
は
衆
徒
の
持
つ
富
有
の
程
度
を
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
房
」
を
単
位
と
す

る
独
特
な
人
間
結
合
の
方
式
が
寺
内
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
老
弱
者
の
休
養
の
地
と
さ
れ
る
里
房
も
、
少
な
か
ら
ぬ
世
俗
的
要
素
を
含
み
こ
ん
で
、
そ
の
本
来
の
性
格
を
徐
々
に
変

質
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
山
門
衆
徒
の
「
房
L

に
お
け
る
人
間
結
合
の
実
態
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
房
の



担
っ
た
役
割
を
闇
明
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
考
察
時
期
は
、
鎌
倉
末

1
室
町
中
期
頃
に
限
定
し
て
い
る
。

衆
徒
の
同
族
結
合

(1) 

鎌
倉
末
の
悪
党
交
名
に
よ
る
分
析

中世山門衆徒の同族結合と里房

山
門
衆
徒
の
結
合
関
係
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
、
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
五
月
に
新
日
吉
社
の
社
頭
で
起
っ
た
、
叡
山

衆
徒
と
六
波
羅
勢
と
の
闘
諦
の
陪
一
嘩
張
本
で
あ
る
山
門
衆
徒
の
交
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

黒
田
俊
雄
氏
は
、
こ
の
交
名
に
よ
っ
て
門
跡
支
配
の
中
で
の
門
主
と
門
徒
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に

各
門
徒
の
コ
房
一
」
を
単
位
と
し
た
人
間
結
合
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
房
」
を
か
た
ち
づ
く
る
人
的
要
素
で
あ
る
コ
一
主
同
同
宿
」

（

6
）
 

「
同
朋
」
な
ど
に
つ
い
て
の
黒
田
氏
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
一
房
一
主
と
同
宿
の
区
別
は
、
坊
舎
を
所
有
し
相
伝
す
る
か
ど
う
か
に
わ
か
れ
て
い
る
。

二
、
同
宿
と
は
一
房
一
主
に
師
弟
の
礼
を
と
っ
て
、
そ
の
坊
舎
な
い
し
一
房
室
に
身
を
寄
せ
起
居
し
て
い
る
も
の
を
意
味
し
、
そ
れ
は
本
来

の
弟
子
で
は
な
く
す
で
に
成
業
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
ひ
と
し
く
成
業
し
た
同
朋
の
う
ち
で
も
一
房
主
と
な
り
得
た
者
と
同
宿
に
な
っ
て
い
る
者
と
が
あ
り
、
そ
の
関
係
を
師
弟
関
係
に

擬
し
た
の
が
一
房
一
主

l
同
宿
の
意
味
で
あ
っ
た
。

四
、
中
世
の
寺
院
大
衆
の
日
常
生
活
は
、
「
一
房
一
主
（
院
主
）
弟
子
・
同
宿
」
の
結
合
を
軸
に
し
、
そ
れ
に
稚
児
・
若
党
・
中
間
・
童
・

所
従
な
ど
を
含
む
集
団
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
。

3 

黒
田
氏
の
こ
の
見
解
は
、
中
世
寺
院
大
衆
の
基
本
単
位
的
な
組
織
を
「
一
房
一
」
に
求
め
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
そ
こ
で
の
結
合
原
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理
を
師
弟
関
係
を
軸
に
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
中
世
寺
院
に
お
け
る
一
房
一
舎
以
下
の
相
伝
が
師
資
相
承
に
も
と
づ

（

7
）
 

い
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
把
握
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
黒
田
氏
の
分
析
の
素
材
と
な
っ
た
新
日
吉
社
事
件
の
張
本
交
名
と
比
し
て
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
っ
た
兵
庫
関

悪
党
乱
入
事
件
の
張
本
交
名
に
登
場
す
る
山
門
衆
徒
に
み
ら
れ
る
結
合
関
係
は
、

い
く
ら
か
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

成
林
房
因
幡
一
諮
問
団
之
糊
十
一
一
日

勝
蔵
房
大
進
純
一
時
持
制
時
閥
均

（
播
磨
）

s
f

妙
法
院
門
徒
情
「
注
記
成
実
坊
同
宿
、
弁
承
舎
兄
也

東
塔
西
谷
摩
日
坊
少
輔
阿
闇
梨
頼
甚

同
谷
勝
蔵
坊
讃
岐
房
彦
勝
、
頼
甚
舎
弟

（師）

南
谷
戒
前
坊
岬
注
記
完
尊

同
坊
肥
前
注
記
親
覚

東
谷
円
宗
坊
弁
坊
都
賀
河
住

（

宰

）

：

：

同
坊
宰
相
阿
闇
梨

2

同
坊
大
輔
房
祐
賀

こ
の
悪
党
交
名
に
記
載
さ
れ
て
い
る
九
二
名
中
に
山
門
衆
徒
二

O
名
が
含
ま
れ
て
お
り
、
右
に
あ
げ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
一
部
の
者

（

8
）
 

た
ち
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
、
新
日
吉
社
事
件
の
張
本
と
同
ピ
よ
う
に
、
衆
徒
勢
力
の
内
部
に
房
主
｜
同
宿
の
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
が
指



摘
で
き
る
（
成
実
坊
、
戒
前
坊
、
円
宗
坊
の
場
合
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
は
別
個
に
血
縁
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
成
実
坊
同
宿
の
播
磨
注
記
懐
玄
は
勝
蔵
坊
弁
承
の
舎
兄
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
弁
承
と
同
坊
で
あ
る
勝
蔵
坊
彦
勝
は
摩
臣
坊
頼
甚

の
舎
弟
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
勝
蔵
坊
・
摩
毘
坊
・
成
実
坊
な
ど
の
「
一
房
一
」
を
単
位
と
し
た
コ
房
一
主
｜
弟
子
・
同
宿
」
の
結
合

が
、
そ
の
聞
に
血
縁
的
関
係
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

一
層
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
の
集
団
的
結
合
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。

中世山門衆徒の同族結合と里房

一
一
つ
め
に
新
日
吉
社
事
件
と
異
な
る
点
は
、
こ
の
悪
党
集
団
が
淀
川
流
域
に
在
住
す
る
庄
官
以
下
の
世
俗
身
分
の
者
を
多
数
率
い
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
俗
人
の
内
部
に
も
血
縁
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
衆
徒
の
中
で
都
賀
河
住
と
さ
れ
る
成
林
一
房
因
幡
な
ど
は
、

坂
本
日
吉
大
宮
社
問
龍
の
張
本
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
「
悪
党
」
と
し
て
の
行
動
範
囲
は
、
近
江
か
ら
摂
津
に
わ
た

る
広
範
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
、
衆
徒
の
コ
房
」
を
単
位
と
し
た
結
合
が
師
弟
関
係
を
主
軸
に
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
黒
田
氏
の
見
解
に
対
し

て
、
そ
の
結
合
が
実
態
と
し
て
は
血
縁
的
要
素
を
多
分
に
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
と
、
結
合
集
団
内
部
に
は
衆
徒
の
み

で
な
く
世
俗
勢
力
を
も
組
入
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
と
を
、
問
題
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
悪
党
交
名
に
は
直
接
に
登
場
し
て
こ
な
い
衆
徒
で
あ
る
が
、
『
太
平
記
』
な
ど
で
そ
の
活
躍
を
知
ら
れ
て
い

る
金
輪
院
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
す
る
。

金
輪
院
は
山
上
一
房
一
が
東
塔
東
谷
に
存
在
す
る
山
門
衆
徒
で
あ
り
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
一
房
一
主
が
光
澄
｜
英
澄

i
弁
澄
と
相

承
さ
れ
た
。
こ
の
内
、
光
澄
｜
英
澄
に
つ
い
て
『
天
台
座
主
記
』
中
に
「
初
度
註
記
英
澄
側
一
一
日
制
制
十
台
柏
村
印
刷
肝
」
）
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
。

5 

す
な
わ
ち
師
資
相
承
に
よ
る
と
こ
ろ
の
一
房
一
主
の
相
伝
が
、
そ
の
実
体
に
h

仰
い
て
、
妻
帯
世
襲
を
前
提
と
し
た
父
子
間
相
続
で
あ
っ
た
こ
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と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
真
弟
」
と
い
う
の
は
、
実
子
を
師
弟
関
係
に
擬
し
て
そ
う
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

（日）

次
に
金
輪
院
房
主
と
同
宿
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
金
輪
院
英
澄
の
時
に
「
金
輪
院
同
宿
雑
林
坊
」
と
い
う
者
の
存
在
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
雑
林
坊
は
同
宿
身
分
で
あ
る
と
い
っ
て
も
坊
号
を
称
し
て
お
り
、
金
輪
院
英
澄
と
同
様
に
自
己
の
一
房
一
舎
を
所
有
す
る
一
房
一
主

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
黒
田
氏
の
意
見
と
は
異
な
り
、
一
房
一
主
と
同
宿
と
の
相
違
が
必
ず
し
も
実
際
の
一
房
舎

（ロ）

の
所
有
に
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
金
輪
院
弁
澄
の
時
代
の
永
享
年
間
に
は
同
宿
の
月
蔵
坊
と

（
甥
カ
）
（
日
）

い
う
衆
徒
が
い
た
が
、
こ
の
月
蔵
坊
に
つ
い
て
『
満
済
准
后
日
記
』
に
は
「
金
輪
院
カ
同
宿
ト
申
ナ
カ
ラ
甥
也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
げ
ら
れ
る
。

い
ま
金
輪
院
を
例
に
と
っ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
百
四
」
を
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
る
「
房
主

l
弟
子
・
同
宿
」
の
結
合
の
内
部
に
は
、

実
際
上
、
血
縁
的
要
素
が
多
く
入
っ
て
い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
一
房
一
主

i
同
宿
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検

し
か
し
こ
の
よ
う
な
点
を
明
示
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
く
、
ま
し
て
そ
れ
を
時
期
的
な
変
化
に
即
し
て
検
討
す

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
た
ま
た
ま
、
そ
の
乏
し
い
例
の
一
つ
と
し
て
、
横
川
の
般
若
院
を
め
ぐ
る
人
的
結

合
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
次
節
に
そ
れ
を
検
討
し
た
い
。

(2) 

般
若
院

こ
こ
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
般
若
院
は
、
山
上
房
が
横
川
般
若
谷
間
、
里
一
房
が
東
坂
本
に
存
在
し
問
。

ま
ず
、
般
若
院
が
存
立
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
で
あ
る
房
舎
と
一
房
領
の
伝
領
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。



（

慈

源

）

（

凶

）

嘉
禎
三
一
年
（
一
二
三
七
）
の
法
性
寺
座
主
政
所
下
文
に
よ
れ
ば
、
永
快
（
般
若
院
一
房
主
と
み
ら
れ
る
）
は
「
般
若
房
井
所
領
等
」
を
青
蓮
院

門
跡
に
寄
進
し
て
、
そ
の
給
主
職
を
知
行
し
て
い
た
。
後
に
永
快
は
給
主
職
を
一
日
一
、
円
賢
に
譲
っ
た
の
ち
悔
返
し
、
あ
ら
た
め
て
昌

範
に
譲
り
、
そ
れ
が
門
跡
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
般
若
院
の
「
私
領
」
で
あ
る
房
舎
と
所
領
が
、
青
蓮
院
門
跡
の
勢
力

下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
全
を
約
さ
れ
、
般
若
院
一
房
一
主
は
門
跡
の
門
徒
と
な
り
、
そ
の
知
行
す
る
給
主
職
を
弟
子
（
次
代

房
主
）
に
譲
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中世山門衆徒の同族結合と里房

時
期
は
下
が
っ
て
昌
範
の
二
、
三
代
後
の
房
一
主
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
般
若
院
盛
範
は
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
に
「
般
若
院
井
林

於
坂
本
薗
名
田
等
」
を
「
代
々
相
伝
之
地
」
と
し
て
、
松
鶴
に
譲
渡
し
て
い
る
。
こ
の
盛
範
か
ら
松
鶴
へ
と
伝
え
ら
れ
た
一
房
舎
お
よ
び
所

領
は
、
永
快
か
ら
昌
範
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
房
主
か
ら
次
代
一
房
主
へ
と
師
資
相

（
凶
）

承
さ
れ
て
い
く
所
領
の
存
在
は
、
中
世
末
の
享
禄
年
間
に
い
た
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
ぽ
中
世
を
通
じ
て
般
若
院
の
存
立

を
支
え
る
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
房
一
領
の
中
に
坂
本
里
房
は
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
南
北
朝
期
に
般
若
院
房
主
で
あ
っ
た
昌
舜
を
め
ぐ
る
人
間
結
合
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
六
月
、
青
蓮
院
尊
円
の
天
台
座
主
拝
任
に
伴
い
、
そ
の
門
徒
で
あ
っ
た
般
若
院
昌
舜
は
祇
園
社
目
代
職
に
補

任
さ
れ
た
。
昌
舜
の
こ
の
職
の
知
行
期
間
に
、
目
代
と
祇
園
社
家
と
の
聞
に
「
検
断
屋
」
の
処
分
に
関
す
る
問
題
が
起
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
目
代
の
昌
舜
自
身
は
坂
本
の
里
一
房
に
住
し
て
お
り
、
実
際
的
な
職
務
の
遂
行
は
以
下
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。

同
年
九
月
七
日
、
当
該
問
題
に
関
し
て
「
般
若
院
同
宿
中
般
若
輔
阿
附
梨
光
舜
」
か
ら
社
家
に
使
者
が
到
り
、
同
日
「
中
般
若
聾
」

で
あ
る
「
新
兵
衛
」
と
い
う
俗
名
の
者
が
、
社
家
に
出
向
い
て
問
答
し
て
い
る
。
ま
た
翌
八
日
に
は
、
「
中
般
若
」
自
身
と
「
舎
弟
大
弐

7 

一
房
」
が
談
合
の
た
め
に
社
家
に
赴
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
中
般
若
院
は
社
家
に
「
般
若
院
同
宿
数
輩
在
京
之
上
者
、
可
申
談
」
と
伝
え
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（
日
）

て
い
る
。

ま
た
こ
の
一
件
と
は
別
に
、
員
治
四
年
（
一
三
六
五
）
に
は
般
若
院
昌
舜
の
「
真
弟
」
（

1
実
子
）
で
あ
る
「
東
般
若
院
円
舜
」
が
、
祇
園

（
初
）

社
次
目
代
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
事
実
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
東
般
若
院
に
は
「
同
宿
観
音
房
阿
閥
梨
」
と
い
う
者
が
存
在
し
た
こ
と

も
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
般
若
院
に
よ
る
祇
園
社
目
代
職
知
行
が
、
房
主

i
弟
子
・
同
宿
の
結
合
を
軸
に
し
て
遂
行
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
自
己
自
身
の
房
舎
を
所
有
す
る
一
房
主
で
あ
る
中
般
若
院
光
舜
が

般
若
院
の
「
同
宿
」
と
呼
ば
れ
、
し
か
も
中
般
若
院
の
も
と
に
は
舎
弟
大
弐
房
や
俗
λ
で
あ
る
聾
新
兵
衛
と
い
っ
た
血
縁
関
係
に
あ
る

者
た
ち
が
従
属
し
て
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
昌
舜
の
真
弟
で
あ
る
円
舜
も
東
般
若
院
の
房
主
と
し
て
、
彼
独
自

の
同
宿
僧
を
配
下
に
擁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
か
か
げ
る
栗
見
本
庄
蔵
目
代
職
の
伝
領
関
係
は
、
般
若
院
を
中
心
に
し
た
女
子
を
介
在
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
同
族
集
団
と

よ
ぶ
べ
き
結
合
の
実
態
を
明
示
し
て
い
る
。

栗
見
本
庄
蔵
目
代
職
事
合
武
石
伍
斗
者

右
彼
職
者
自
昌
舜
叡
舜
仁
相
伝
実
正
也
、
難
然
依
有
志
法
住
院
有
舜
女
性
安
夜
女
ニ
譲
奥
者
也
、
安
夜
女
一
期
之
後
者
東
般
若
院

一

レ

レ

レ

景
舜
息
女
千
夜
女
ニ
所
譲
奥
渡
実
正
也
、
此
職
者
房
中
為
譲
代
上
者
更
々
不
可
有
他
妨
者
也
、
任
譲
奥
永
代
知
行
不
可
有
相
違
者

一

二

一

レ

レ

二

一

一

一

一

レ

レ

二

一

也
、
閃
譲
奥
之
状
如
件
、
レ

2
，E

永

徳

三

年

一

一

卯

月

三

日

叡

舜

靴

こ
れ
に
よ
れ
ば
般
若
院
昌
舜
か
ら
叡
舜
（
般
若
院
と
お
も
わ
れ
る
）
に
伝
え
ら
れ
た
栗
見
本
庄
蔵
目
代
職
は
、
叡
舜
の
意
志
に
よ
っ
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て
、
法
住
院
有
舜
の
妻
安
夜
女
に
一
期
分
と
し
て
譲
っ
た
後
、
さ
ら
に
東
般
若
院
景
舜
の
娘
千
夜
女
に
伝
領
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
昌
舜
か
ら
叡
舜
へ
の
伝
領
は
師
弟
関
係
に
よ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
般
若
院
昌
舜
と
東
般
若

院
円
舜
の
聞
や
金
輪
院
光
澄
と
同
英
澄
と
の
聞
が
父
子
関
係
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
昌
舜
と
叡
舜
の
聞
に
も
血
縁
関

係
が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
叡
舜
か
ら
安
夜
女
・
千
夜
女
と
続
く
相
伝
次
第
は
、
叡
舜
か
ら
み
て
両
者
を
順
に
娘
と
孫
娘
と

し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
・
お
も
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
叡
舜
は
妻
帯
し
て
女
子
安
夜
女
を
も
う
け
、

中世山門衆徒の同族結合と里房

安
夜
女
は
法
住
院
有
舜
と
婚
姻
を
む
す
び
、
ま
た
叡
舜
の
も
う
一
人
の
娘
で
あ
る
某
女
は
東
般
若
院
景
舜
と
婚
姻
し
て
そ
の
聞
に
千
夜

女
を
も
う
け
た
と
い
う
よ
う
な
血
縁
的
な
結
合
関
係
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
般
若
院
と
法
住
院
・
東
般
若
院
と
は
相
互
に
少
な
か
ら
ぬ
血
縁
的
要
素
に
よ
っ
て
結
合
し
あ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
衆
徒
の
ユ
房
L

を
単
位
と
し
た
人
間
結
合
は
基
本
的
に
師
資
相
承
の
原
理
に
も
と
守
つ
い
て
コ
房
主

l

弟
子
・
同
宿
」
の
関
係
を
軸
に
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
外
被
の
も
と
に
血
縁
関
係
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
、
こ

の
般
若
院
の
よ
う
な
複
雑
な
結
合
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

A
7
迄
に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
け
に
よ
っ
て
は
個
々
人
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
不
明
瞭
な
点
が
多
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
南
北
朝
期
に

お
け
る
般
若
院
の
人
的
結
合
関
係
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
図
に
示
さ
れ
る
般
若
院
・
中
般
若
院
・
東
般
若
院
・
法
住
院
の
す
べ
て
の
「
一
房
一
」
は
、
叡
山
文
庫
所
蔵
の
「
横
川
般
若
谷
一
房
帳
」
に

よ
る
と
横
川
般
若
谷
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
「
房
一
」
は
、
横
川
般
若
谷
を
足
場
に
し
て
同
族
的
な
グ
ル
ー
プ

を
形
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
叡
舜
を
般
若
院
を
嗣
い
だ
房
主
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
般
若
院
と
東
般
若
院
・
法
住
院
と
の
聞
は
血
縁

9 

に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
般
若
院
畠
舜
と
そ
の
同
宿
中
般
若
院
光
舜
と
の
聞
は
血
縁
関
係
で
は
な
く
師
弟
関
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中

般

若

院

日
凶
凶

（同宿）

（
相
伝
）

昌舜ハハー

東

般

若

院

「一一
大光
弐吾
房最叡

舜

（
真
弟
）円

舜

）
、
宿
日
同
v

（
，
 

観
音
房

舜

新
兵
衛一一

｜
｜
｜
女
子

ーーーーは不確定部分

間
同
出

「
l
l

〔
l
u
J

アー十ず）

係
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
中
般
若
院

光
舜
は
独
自
に
彼
を
中
心
に
し
て
、

俗
身
分
の
者
を
含
む
同
族
集
団
を
配

下
に
お
い
て
い
た
。
同
様
に
東
般
若

院
の
同
宿
と
し
て
も
観
音
房
が
い
た
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
コ
房
一
」
単
住
に
お
け
る
人
間

集
団
が
複
合
し
あ
っ
て
よ
り
大
き
な

勢
力
を
も
っ
集
団
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
般
若
院
光
舜
は
独
立

し
た
房
主
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ど

う
し
て
「
同
宿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
実
際
に
は

房
主
で
あ
り
師
匠
と
同
一
房
舎
に
起

居
し
て
い
な
く
と
も
、
衆
徒
相
互
の



関
係
が
常
に
師
弟
関
係
を
軸
に
し
て
形
成
さ
れ
る
以
上
、
擁
制
的
に
従
属
関
係
を
「
同
宿
」
と
称
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
師
弟
・
同
宿
の
関
係
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
コ
房
」
相
互
の
結
合
が
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
血
縁
的
要
素
を
謹
厚

に
も
ち
な
が
ら
、
俗
人
を
も
含
み
こ
ん
で
、
そ
の
全
体
を
「
同
族
結
合
集
団
」
と
呼
び
う
る
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
複
数
の
コ
房
」
に
よ
る
蔵
目
代
職
の
伝
領
に
あ
た
っ
て
「
一
房
一
中
為
譲
代
上
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

個
々
の
コ
房
」
が
一
応
、
独
立
し
て
相
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
一
房
」
相
互
の
私
的
な
結
合
関
係
こ
そ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で

中世山門衆徒の同族結合と里房

あ
っ
た
。

山
門
衆
徒
に
お
け
る
同
族
結
合
に
つ
い
て
黒
田
氏
は
個
別
の
「
房
一
」
を
単
位
と
す
る
典
型
的
な
方
式
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
実
態
と
し

て
は
、
こ
の
般
若
院
の
例
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
単
一
的
な
見
方
に
よ
っ
て
は
把
握
し
き
れ
な
い
複
雑
な
関
係
が
背
後

に
存
在
し
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

中
世
比
叡
山
に
は
こ
の
よ
う
な
同
族
集
団
が
多
数
形
成
さ
れ
て
、
衆
徒
以
下
の
日
常
生
活
の
基
底
部
を
支
え
る
と
同
時
に
、
互
い
に

勢
力
を
競
い
合
っ
て
門
跡
の
支
配
力
を
左
右
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
衆
徒
の
同
族
結
合
の
も
つ
歴
史
的
意
義
は
多
様
な
視
角
か
ら
考
察
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
房
」
と
い

う
も
の
が
師
資
相
承
を
拠
り
所
と
し
て
私
財
の
所
有
・
相
伝
と
一
体
化
し
て
成
立
し
た
点
を
抜
き
に
し
て
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

房
舎
・
聖
教
・
道
具
に
始
ま
り
荘
園
所
職
・
私
領
田
畠
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
「
一
房
一
」
を
単
位
と
し
て
所
有
・
相
伝
さ
れ
る
私
財
を

外
部
か
ら
の
干
渉
を
排
し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
血
縁
性
の
強
い
同
族
結
合
集
団
は
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

11 

そ
の
集
団
は
一
房
主
の
妻
帯
世
襲
の
傾
向
か
ら
女
子
を
も
含
み
、
ま
た
世
俗
的
な
雑
事
を
処
理
す
る
た
め
に
僧
侶
身
分
以
外
の
俗
人
を
も
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配
下
に
組
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
前
節
で
検
討
し
た
鎌
倉
末
期
の
悪
党
交
名
に
み
r
れ
る
山
門
衆
徒
の
活
動
の
背
後
に
も
、
般
若
院
で
み
た
よ
う
な
同
族

結
合
関
係
が
存
在
し
た
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
般
若
院
自
身
も
、
昌
舜
の
時
に
青
蓮
院
門
跡
の
出
御
に
際
し
て
「
御

（お）

兵
士
」
と
し
て
召
さ
れ
て
い
る
し
、
南
北
朝
末
期
に
坂
本
で
起
き
た
有
力
門
跡
聞
の
合
戦
に
も
般
若
院
は
青
蓮
院
門
徒
と
し
て
参
加
し
、

奮
戦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
本
章
で
は
、
黒
田
氏
の
見
解
を
前
提
に
し
て
、
山
門
に
お
け
る
「
房
」
を
単
住
と
し
た
人
間
結
合
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
。
す
な
わ
ち
「
房
一
L

と
は
そ
の
一
面
に
お
い
て
法
脈
を
伝
授
す
る
と
い
う
教
学
的
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
で

は
私
財
を
相
伝
す
る
単
位
と
し
て
、
衆
徒
の
日
常
生
活
の
も
っ
と
も
基
礎
に
お
か
れ
る
同
族
結
合
集
団
を
も
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
結
合
の
あ
り
方
は
非
常
に
世
俗
性
を
強
く
帯
び
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
次
に
の
ベ
る
里
房
の
役

割
を
考
え
て
い
く
上
で
、
不
可
欠
な
前
提
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

衆
徒
の
同
族
結
合
に
お
け
る
里
房
の
役
割

(1) 

里
一
房
一
の
構
成

前
章
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
衆
徒
の
同
族
結
合
の
存
在
は
、
老
弱
者
の
休
養
所
と
さ
れ
る
里
房
の
性
格
を
大
き
く
変
質
さ
せ
て
い
つ

た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
図
示
し
た
般
若
院
の
同
族
集
団
の
中
で
坂
本
里
一
房
一
に
居
住
し
て
い
た
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
寵

山
結
界
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
女
子
や
俗
人
な
ど
は
里
房
に
常
住
し
て
い
た
者
と
し
て
誤
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
以

外
の
図
に
は
登
場
し
な
い
よ
う
な
下
部
の
者
あ
る
い
は
衆
徒
身
分
の
者
の
中
で
里
房
に
居
住
し
て
い
た
も
の
な
ど
を
、
史
料
に
よ
っ
て

一一一一一吋一一一一一一一一叫一一一一一一一一叶一一一一一山中町一一一……一……品 L



確
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
そ
の
た
め
の
参
考
と
な
り
う
る
二
、
二
一
の
事
実
を
示
し
て
お
き

（お）
た
い
。室

町
幕
府
の
圧
迫
に
よ
り
引
き
起
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
永
享
の
山
門
騒
動
の
過
程
で
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
に
、
根
本
中
堂
白
焼
時
に

自
害
を
遂
げ
た
一
一
名
の
衆
徒
が
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
般
若
院
お
よ
び
東
般
若
院
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
次
に
あ

げ
た
よ
う
な
衆
徒
身
分
で
は
な
い
者
た
ち
も
、
衆
徒
ら
と
と
も
に
み
ず
か
ら
命
を
断
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

中世山門衆徒の同族結合と里房

俗
同
宿

伊
佐

同
子

真
木

帯
万

た
か
田

さ
あ
み

し
あ
み

中
方

彦塁
九叫

郎

源
七

う
ん
ほ
う

帯
万
一
い
す

ほ
う
し
ゃ
く

文
け
ん
そ
う

前
述
の
般
若
院
昌
舜
よ
り
少
し
時
代
は
下
が
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
俗
同
宿
」
「
中
方
」
の
者
た
ち
は
、
般
若
院
そ
の
他

の
衆
徒
に
お
け
る
同
族
結
合
集
団
の
下
部
勢
力
と
し
て
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
俗
同
宿
」
の
者
に
は
文
字

通
り
俗
名
を
持
つ
者
が
多
く
、
「
伊
佐
」
の
よ
う
に
父
子
と
も
に
自
害
し
て
い
る
者
も
い
た
。
彼
ら
「
俗
同
宿
」
は
、
衆
徒
身
分
で
あ
り

か
つ
一
房
主
に
師
弟
の
札
を
と
っ
て
そ
の
「
一
房
」
に
起
居
を
と
も
に
す
る
と
こ
ろ
の
「
同
街
」
と
は
、
か
な
り
存
在
形
態
を
異
に
し
て
い

る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
実
態
が
全
く
の
俗
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
呼
称
が
同
宿
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
房

13 

主
を
中
心
に
し
た
師
弟
関
係
に
よ
る
結
合
原
理
を
無
視
し
て
は
、
勢
力
集
団
の
形
成
が
な
し
え
な
い
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
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と
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
「
中
方
」
と
は
本
来
、
堂
衆
と
し
て
堂
内
の
荘
厳
に
た
ず
さ
わ
り
諸
々
の
「
行
」
を
な
す
身
分
層
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
の
中
に
は
、
「
俗
同
宿
」
と
同
様
に
明
ら
か
に
世
俗
身
分
と
認
め
ら
れ
る
者
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
「
貯
郎
」
と
い
う
記
載
は
、
彦
九
郎
が
坂
本
の
日
吉
社
馬
場
附
近
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
み
で
あ
や
ま
り
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
般
若
院
・
東
般
若
院
ら
の
房
主
に
率
い
ら
れ
て
合
戦
に
参
加
し
、
つ
い
で
中
堂
内
で
自
害
し
た
者
の
中
に
は
坂
本
在
住
馬
場

者
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
彦
九

郎
」
や
「
俗
同
宿
」
「
中
方
」
の
中
の
多
く
の
者
は
、
坂
本
の
里
房
に
居
住
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
中
世
の
坂
本
に
・
お
い
て
、
「
下
法
師
」
「
童
部
」
あ
る
い
は
「
公
人
」
な
ど
の
呼
称
を
持
つ
半
俗
僧
体
の
者
が
妻
帯
し
な
が
ら

（
幻
）

居
住
し
、
山
門
の
支
配
下
に
わ
か
れ
て
雑
務
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
ら
も
ま
た
、
山
上
で
形
成
さ
れ
た
一
層
王
｜
同
宿

－
弟
子
の
関
係
を
軸
に
す
る
同
族
勢
力
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
は
「
元
徳
二
年
日
吉
社
並
叡
山
行
幸
記
」
の
記
述
が
最
も
参
考
に
な
る
。

鎌
倉
末
の
叡
山
で
は
、
配
下
に
弟
子
・
同
宿
・
房
人
以
下
を
率
い
た
有
力
な
衆
徒
が
、
互
い
に
勢
威
を
競
っ
て
激
烈
な
私
闘
を
続
け

て
い
た
。
前
述
し
た
新
日
吉
社
や
兵
庫
関
で
の
悪
党
の
活
動
も
、
か
か
る
叡
山
上
で
の
動
向
と
密
接
に
関
わ
り
あ
っ
て
現
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
永
仁
年
間
に
最
有
力
な
衆
徒
で
妙
法
院
門
徒
の
理
教
坊
性
算
に
つ
い
て
同
記
録
は
、

貫
長
の
恩
顧
も
深
く
、
私
貯
の
潤
色
も
広
か
り
け
れ
ば
、
同
宿
・
房
人
お
ほ
く
し
て
、
里
に
は
市
を
な
し
山
に
は
林
を
な
す
。
門

（お）

主
も
こ
の
一
人
だ
に
侍
ら
ば
万
方
の
要
枢
も
足
ぬ
ベ
く
、
千
騎
の
武
者
に
も
む
く
べ
く
ぞ
お
も
は
れ
け
る
。



と
い
う
よ
う
な
実
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
房
主

i
弟
子
・
同
宿
を
結
合
の
軸
と
し
た
集
団
は
、

そ
れ
に
対
応
し
て
坂
本
で
の
勢
力
を
扶
植
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
か
比
社
頭
の
作
法
を
み
る
に
、
往
還
の
若
輩
・
下
方
の
奴
原
に
い
た
る
ま
で
同
丸
と
い
ふ
物
を
着
し
、
動
ハ
喧
嘩
を
引
出
て
、

か
た
き
な
ら
ね
ば
手
む
か
ひ
も
せ
ぬ
通
夜
の
輩
を
き
り
ふ
せ
て
ハ
、

い
み
し
き
高
名
に
申
あ
へ
る
1
1
1
1
A
7
ハ
童
部
・
法
師
原
に
い

（

m
U）
 

と
か
を
た
h

す
人
も
な
し
4

た
る
ま
で
、
宝
号
の
衆
ニ
名
付
て
方
人
す
る
徒
党
の
み
お
ほ
け
れ
ば
、

中世山門衆徒の同族結合と里房

こ
れ
に
よ
れ
ば
坂
本
の
各
身
分
層
の
者
が
武
装
し
て
「
徒
党
」
を
組
み
、
山
上
の
有
力
衆
徒
（

1
宝
号
の
衆
）
の
勢
力
下
に
従
属
し

て
相
互
に
実
力
抗
争
を
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
る
。
彼
ら
は
す
な
わ
ち
、
若
輩
と
呼
ば
れ
る
璃
次
の
低
い
僧
や
、
衆
徒
・
堂
衆

と
は
区
別
さ
れ
て
最
下
身
分
に
位
置
す
る
下
方
・
法
師
原
・
童
部
な
ど
で
あ
り
、
山
上
の
衆
徒
身
分
を
主
体
と
し
た
同
族
集
団
（
房
一
主

（
鉛
）

・
弟
子
・
同
宿
）
と
呼
応
す
る
形
で
坂
本
で
の
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
め
で
あ
る
。

以
上
、
般
若
院
ら
と
と
も
に
根
本
中
堂
で
自
害
し
た
「
俗
同
宿
」
「
中
方
」
の
者
た
ち
と
、
鎌
倉
末
期
の
坂
本
で
山
上
勢
力
に
対
応
し

て
活
躍
す
る
「
下
方
」
「
法
師
原
」
「
童
部
」
な
ど
の
者
た
ち
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

も
と
よ
り
彼
ら
の
全
て
が
里
一
房
一
の
構
成
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
彼
ら
と
同
一
身
分
層
に
あ
る
半
俗
僧
体
の

者
た
ち
が
坂
本
居
住
者
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
の
う
ち
に
「
一
房
」
を
単
住
と
し
た
同
族
結
合
集
団
の
中
に
組
込
ま
れ
て
里

一
房
一
に
お
い
て
雑
事
に
従
っ
て
い
た
者
が
多
く
い
た
こ
と
は
充
分
想
定
し
う
る
と
わ
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
里
一
房
を
構
成
し
て
い
た
主

体
は
、
女
子
・
俗
人
そ
し
て
こ
れ
ら
の
半
俗
僧
体
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
里
一
房
は
、
「
浄
侶
」
と
し
て
の
衆
徒
が
起
居
す
る
山
上
房
一
に
対
比
し
て
、
非
常
に
世
俗
性
の
強
い
も
の
で
あ

15 

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
房
」
を
単
位
と
し
た
同
族
結
合
集
団
は
、
坂
本
里
房
と
山
上
一
房
と
が
有
機
的
に
つ
な
が
り
あ
い
な
が
ら
機
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能
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
的
な
諸
活
動
を
遂
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

(2) 

里
房
の
機
能

次
に
衆
徒
の
同
族
結
合
集
団
を
背
景
に
・
お
い
た
、
寺
内
・
寺
外
に
ま
た
が
る
多
様
な
活
動
の
中
で
の
里
房
の
果
し
た
機
能
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

衆
徒
が
山
上
房
と
は
別
に
持
っ
た
里
房
の
多
く
は
、
近
江
坂
本
に
あ
っ
た
。
南
北
朝
期
に
賢
聖
坊
承
能
が
、
坂
本
里
房
に
加
え
て
京

（
出
）

都
高
辻
猪
熊
に
も
住
房
と
土
倉
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
衆
徒
に
よ
っ
て
は
京
都
に
も
里
房
を
あ
わ
せ
持
つ
者
も
い
た
。

さ
て
そ
の
中
で
の
衆
徒
の
活
動
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
を
、
す
で
に
ふ
れ
た
光
澄
の
真
弟
と
し
て
房
主
を
嗣
い
だ
金
輪

院
英
澄
を
例
に
と
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
金
輪
院
は
東
塔
東
谷
に
山
上
房
が
あ
り
、
旦
房
は
坂
本
白
井
と
京
都
白
河
と
に
そ
れ

ぞ
れ
存
在
し
た
。
金
輪
院
英
澄
に
関
し
て
次
の
事
柄
が
判
明
す
る
。

。
座
主
拝
堂
に
あ
た
り
大
乗
院
で
初
度
註
記
を
つ
と
め
る
（
暦
応
四
）
。

。
同
宿
雑
林
坊
を
も
っ
て
檀
那
院
領
近
江
菅
浦
を
濫
妨
し
よ
う
と
す
る
（
文
札
ヨ
）
。

中
堂
参
詣
の
三
宝
院
賢
俊
の
先
達
を
同
宿
に
つ
と
め
さ
せ
る
（
文
和
酷
）
。

尊
勝
院
領
近
江
鳥
羽
上
庄
を
知
行
す
る
（
員
治
元
）
。

若
狭
安
賀
庄
で
守
護
勢
と
合
戦
す
る
（
応
安
二
）
。

。。。。
坂
本
で
三

O
O
O余
人
の
山
徒
を
率
い
て
月
輪
院
永
覚
と
合
戦
し
、
敗
退
し
て
若
狭
の
所
領
に
引
き
寵
る
（
永
和
一
二
）
。

死
亡
に
伴
ぃ
、
近
江
鳥
羽
上
庄
預
所
職
が
金
輪
院
澄
逼
に
相
伝
さ
れ
る
（
康
恥
問
）
。

。
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こ
れ
に
よ
る
と
英
澄
の
活
動
は
、
基
本
的
に
山
上
で
の
教
学
活
動
と
山
下
に
お
け
る
世
俗
的
活
動
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

も
そ
の
活
動
地
域
が
広
範
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
種
の
活
動
は
弟
子
・
同
宿
を
主
軸
と
し
た
同
族
集
団

の
存
在
を
前
提
に
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
中
心
に
い
た
一
房
主
の
金
輪
院
英
澄
は
、
山
上
・
坂
本
・
京
都
さ
ら
に
は
知
行
す
る
荘
園
に
そ
れ

ぞ
れ
拠
所
を
も
ち
、
各
所
に
「
留
住
」
す
る
と
い
う
形
態
で
精
力
的
に
軍
事
活
動
や
荘
園
所
務
以
下
を
行
な
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

中世山門衆徒の同族結合と里房

こ
の
金
輪
院
に
限
ら
ず
、
山
門
衆
徒
の
多
数
の
者
は
、
山
上
・
山
下
に
わ
た
る
多
面
的
な
活
動
様
式
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
中
で
坂
本
里
房
は
、
荘
園
管
理
に
か
か
わ
る
執
務
以
下
の
世
俗
的
な
諸
事
が
集
中
的
に
処
理
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
「
房
」
を
単
位
と
し
て
み
た
場
合
の
諸
種
の
得
分
の
享
受
の
形
態
は
、
ま
ず
基
礎
と
し
て
の
根
本
私
領

と
も
い
え
る
房
舎
お
よ
び
一
房
領
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
房
」
ご
と
の
富
有
さ
に
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
寺
家
領
あ
る
い
は
門
跡
領
の
所

職
の
知
行
や
、
所
属
す
る
「
衆
」
、
「
講
」
、
「
方
」
な
ど
の
寺
内
諸
集
団
か
ら
の
米
穀
の
配
当
あ
る
い
は
買
得
に
よ
る
団
地
の
所
有
な
ど
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
衆
徒
の
修
学
生
活
の
中
心
と
し
て
の
山
上
房
に
対
比
し
て
世
俗
性
の
強
い
下
僧
や
女
子
以
下
が
居
住
し
た
坂
本

里
房
は
、
多
様
な
内
容
を
も
っ
ユ
房
一
」
と
し
て
の
得
分
の
収
納
お
よ
び
勘
定
を
な
し
、
山
上
と
荘
園
そ
の
他
の
各
地
と
を
む
す
ぶ
通
信

連
絡
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
実
例
を
あ
げ
る
と
、
文
明
年
間
に
近
江
菅
浦
荘
を
知
行
し
て
い
た
花
王
院
証
重
は
同
荘
に
対
し
、
「
悉
皆
五
石
分
、
運
賃
雑

用
除
之
、
坂
本
坊
へ
可
被
付
也
」
と
命
ピ
て
お
り
、
里
房
が
年
貢
収
納
の
場
所
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

17 

と
こ
ろ
で
坂
本
里
房
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
支
配
に
関
わ
る
機
能
だ
け
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
山
僧
」
に
よ
る
高
利
貸
活
動
に
お
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い
て
も
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
活
動
に
つ
い
て
も
同
族
結
合
が

大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。

立
申

紛
失
状
事

右
、
日
吉
社
領
出
雲
国
漆
治
郷
領
主
職
事
、
去
元
享
二
年
二
月
十
一
日
・
嘉
暦
二
年
四
月
廿
九
日
両
通
論
旨
正
文
一
信
之
、
為
質
物
去

年
三
月
十
日
預
置
仏
尋
坊
僧
都
承
陽
之
慮
、
同
年
十
一
月
廿
六
日
夜
坂
本
炎
上
之
刻
、
住
房
焼
亡
之
間
令
焼
失
畢
、
日
一
承
陽
僧
都

請
取
井
焼
失
之
由
状
分
明
也
、
の
為
後
証
、
取
立
申
紛
失
状
也
、
且
為
坂
本
事
之
上
者
賜
寺
家
四
至
内
弁
宿
老
御
証
判
、
欲
備
将

来
之
亀
鏡
呉
、
の
紛
失
状
知
件

建
武
四
年
二
月
五
日

松
石
丸

（
以
下
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
松
石
丸
は
、
日
吉
社
領
出
雲
漆
治
郷
領
主
職
に
関
す
る
文
書
を
「
質
物
」
と
し
て
仏
尋
坊
承
陽
の
坂
本
里
一
房
に
預
け

置
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
里
房
が
金
融
活
動
の
拠
点
と
し
て
「
土
倉
」
と
同
様
な
機
能
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

他
に
も
、
金
輪
院
の
白
河
住
房
に
文
書
を
預
け
置
い
た
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ
、
里
房
で
は
貴
重
文
書
の
保
管
あ
る
い
は
そ
れ
と
密
接

に
連
関
す
る
金
融
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
里
房
で
の
金
融
活
動
を
考
え
る
上
で
、
山
門
衆
徒
南
泉
房
成
尋
の
山
城
上
桂
荘
の
領
主
職
の
入
手
を
め
ぐ
る
動
き
は
き
わ
め
て

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

徳
治
三
年
（
一
三

O
八
）
、
四
辻
宮
親
王
よ
り
上
桂
荘
領
主
職
の
権
利
を
継
受
し
た
妙
円
は
、
日
吉
上
分
物
六

O
貫
を
銭
主
平
氏
女
か

ら
借
用
し
、
質
物
と
し
て
上
桂
荘
に
関
す
る
権
利
を
入
れ
た
。
そ
の
後
、
平
氏
女
の
子
息
で
あ
る
南
泉
房
成
尋
は
、
質
物
で
あ
る
相
伝
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（
必
）

文
書
を
抑
留
包
、
そ
れ
を
山
門
東
塔
北
谷
領
と
し
て
同
谷
彼
岸
所
に
寄
進
し
た
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
母
子
で
あ
る
平
氏
女
と
成
尋
と
が
一
体
と
な
っ
て
上
桂
荘
領
主
職
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

成
尋
は
東
塔
北
谷
で
一
房
舎
を
か
ま
え
る
衆
徒
で
あ
り
、

一
方
母
の
平
氏
女
は
、

京
都
あ
る
い
は
坂
本
で
土
倉
を
営
ん
で
い
た
と
み
ら

れ
る
。
平
氏
女
の
運
用
す
る
日
吉
上
分
物
は
、
山
門
・
日
吉
社
領
の
年
貢
の
一
部
分
を
割
い
て
高
利
貸
資
金
源
に
転
用
す
る
も
の
で
あ

中世山門衆徒の同族結合と里房

る
。
そ
し
て
ま
た
同
荘
の
権
利
を
確
保
し
た
成
尋
は
、
そ
の
保
全
に
あ
た
っ
て
師
匠
の
妙
法
院
門
徒
喜
楽
坊
円
竪
の
勢
威
に
援
け
ら
れ

（

叫

）

（

必

）

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
入
手
し
た
領
主
職
も
成
尋
の
同
宿
で
あ
る
長
寿
丸
に
相
伝
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
南
泉
一
房
成
尋
の
上
桂
荘
領
主
職
の
入
手
の
一
連
の
動
き
は
、
師
弟
・
同
宿
の
関
係
お
よ
び
土
倉
を
い
と
な
む
母
と
い

う
血
縁
関
係
と
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
山
僧
」

に
よ
る
高
利
貸
活
動
の
背
後
に
は
、

か
か
る
同
族
結
合
が
力

を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
氏
女
の
例
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
衆
徒
と
血

縁
関
係
に
あ
る
女
子
な
ど
が
里
一
房
で

（
判
）

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
衆
徒
の
里
一
房
を
拠
点
に
し
た
金
融
活
動
を
出
発
と
し
て
、
後
に
専
業
化
し
て
い
っ
た

「
土
倉
」

を
営
ん
で
い
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
の
で
あ
る
。
坂
本
に
は
三
九
軒
の
土
倉
が
存
在

も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
衆
徒
に
お
け
る
同
族
結
合
集
団
の
存
在
を
ふ
ま
え
て
、
里
一
房
一
の
構
成
と
機
能
に
つ
い
て
簡
略
な
素
描
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

19 

小
稿
で
は
、
中
世
比
叡
山
に
お
い
て
存
在
し
た
同
族
結
合
集
団
の
実
態
と
そ
の
中
で
里
一
房
一
の
も
っ
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
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た
だ
し
、
里
房
の
構
造
や
機
能
に
関
す
る
考
察
は
非
常
に
不
十
分
な
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
特
に
近
江
坂
本
に
多
数
存
在

し
た
里
房
を
考
え
て
い
く
場
合
に
は
、
小
稿
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
山
門
全
体
規
模
で
の
荘
園
支
配
の
た
め
に
坂
本
に
存
在
し
た
組

織
・
機
構
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
、
緊
要
な
課
題
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
小
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
世
山
門
衆
徒
の
日
常
生
活
は
山
上
一
房
一
と
坂
本
里
一
房
一
と
が
有
機
的
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
存
在
し
た
同
族
結
合
集
団
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
多
様
な
側
面
を
持
つ
衆
徒
の
活
動
を
統
一
的

に
把
握
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

衆
徒
の
日
常
生
活
は
、
「
入
四
明
之
幽
帽
、
成
山
王
之
愛
子
、
仰
大
師
之
恩
徳
、
偏
住
吾
山
之
結
勲
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
清
浄
住

学
生
」
と
し
て
の
山
上
房
で
の
修
学
生
活
と
し
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
そ
の
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
世

俗
的
な
「
名
聞
利
養
」
を
追
求
す
る
姿
勢
を
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
の
生
活
単
位
と
し
て

の
コ
一
」
に
お
け
る
同
族
結
合
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
『
太
平
記
』
な
ど
の
軍
記
物
語
に
登
場
し
て
武
勇
に
名
を
上
げ

た
「
山
徒
」
の
勢
力
形
成
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
ま
た
、
『
秋
長
夜
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
出
家
生
活
中
の
苦
悩
の
背

景
を
つ
か
む
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
れ
ら
に
共
通
な
社
会
基
盤
と
し
て
の
前
提
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
お
も
う
。

近
世
の
近
江
坂
本
附
近
の
絵
図
に
は
、
上
坂
本
を
中
心
に
し
て
数
十
の
里
一
一
が
密
集
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
す
で
に
坊

社
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
中
世
に
は
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
規
模
の
里
房
一
群
が
坂
本
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
お
も
わ
れ

る
。
か
の
元
亀
兵
乱
の
状
況
を
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
は
「
坂
本
の
町
民
等
も
亦
坊
主
等
の
勧
告
に
依
り
て
、
妻
子
等
と
共
に
山
に
登
り

た
り
’
坊
主
等
の
死
し
た
る
者
約
千
五
百
人
、
俗
人
は
男
女
小
児
を
合
わ
せ
て
同
数
な
り
し
と
い
ふ
」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
も
、
中
世
の
坂
本
が
山
門
と
い
う
強
大
な
寺
社
勢
力
の
も
と
に
お
い
て
僧
俗
男
女
が
一
体
化
し
た
生
活
を
お
く
っ
て
、
独
特
な



発
展
を
と
げ
た
こ
と
が
佑
術
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
坂
本
の
町
と
し
て
の
発
展
に
つ
い
て
の
分
析
は
別
稿
を
期
し
た
い
と
お
も

与
寸
ノ
。

、王

中世山門衆徒の同族結合と里房

（1
）
「
中
世
寺
社
勢
力
論
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』

8
、
一
九
七
五
年
）
。

（2
）
渋
谷
慈
鎧
編
都
『
天
台
座
主
記
』
慶
長
六
年
二
月
条
、
「
当
今
世
出
世
制
法
」
。

（3
）
「
山
門
堂
社
由
緒
記
巻
第
一
ご
（
『
天
台
宗
全
書
』
所
収
）
0

（4
）
竹
島
寛
「
寺
院
の
師
資
相
続
と
血
統
相
続
」
（
同
『
王
朝
時
代
皇
室
史
の
研
究
』
右
文
書
院
、

（5
）
『
公
衡
公
記
』
正
和
三
年
十
月
七
日
条
。

（6
）
黒
田
氏
前
掲
論
文
、
二
六
五
l
二
六
七
ペ
ー
ジ
。

（7
）
「
一
房
一
」
に
お
け
る
房
主
｜
弟
子
・
同
宿
の
関
係
を
具
体
的
に
知
り
う
る
史
料
と
し
て
「
五
代
国
師
自
記
」

ら
れ
る
。
十
五
歳
二
月
七
日
ゴ
杭
西
塔
院
南
尾
戒
上
坊
大
進
阿
附
梨
道
超
之
坊
帥
岬
門
入
室
畢
、

（

五

イ

）

一

主

（

山

イ

）

1

4

1

（
学
カ
）

同
間
二
月
十
七
日
登
山
、
住
戒
上
坊
、
至
五
月
末
住
畢
、
嘗
坊
之
為
淋
、
云
房
主
云
同
法
、
更
五
勧
覚
之
志
、
偏
専
兵
法
、
而
予
為

幼
稚
之
身
、
更
ん
武
勇
之
志
、
常
好
修
学
之
仁
、
此
同
法
之
内
有
式
部
法
印
日
間
道
存
、
企
稽
古
致
修
学
畢
、
貴
此
仁
深
其
好
畢
、
同

法
等
侶
頗
有
誹
誘
之
気
色
、

同
十
一
月
七
日
登
山
、
即
夜
遂
出
家
一
一
昨
日
叫
し
仁
川
、
八
日
暁
天
登
壇
受
戒
畢
、
同
十
日
為
父
母
対
面
出
京
畢
、
即
登
山
畢
、
仮
名
伊
奥

坊
、
実
名
道
政
、

恵
鎮
（
受
戒
し
て
伊
与
坊
道
政
）
は
戒
上
坊
に
入
室
し
て
道
超
の
弟
子
と
な
り
、
同
法
l
同
朋
の
者
に
式
部
竪
者
道
存
が
い
た
。
こ
の

二
名
は
名
前
に
師
と
同
じ
字
（
道
）
を
用
い
て
い
る
。
一
方
、
道
政
は
受
戒
の
師
を
北
三
井
法
印
明
淳
と
し
て
お
り
、
房
舎
へ
の
入
室

を
契
機
と
す
る
道
政
と
戒
上
坊
道
超
と
の
師
弟
関
係
を
房
主
｜
同
宿
の
関
係
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）
『
東
大
寺
文
書
之
五
』
八

O
l
一。

一
九
三
六
年
）
0の

次
の
よ
う
な
記
述
を
あ
げ
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（
9
）
「
賢
俊
僧
正
日
記
」
文
和
四
年
二
月
十
七
日
条
。

（
金
輪
院
）

（
叩
）
「
天
台
座
主
記
』
暦
応
四
年
八
月
十
五
日
条
、
ま
た
『
太
平
記
』
巻
十
七
に
は
、
「
光
澄
ハ
無
幾
程
シ
テ
、
最
愛
ノ
子
ニ
殺
サ
レ
ヌ
。
其

子
ハ
又
一
腹
一
生
ノ
弟
ニ
討
レ
テ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
日
）
『
菅
浦
文
書
』
一

O
四
五
号
、
七
八
一
号
。

（
ロ
）
同
宿
身
分
が
も
っ
房
号
で
も
新
日
吉
社
事
件
の
交
名
に
あ
る
よ
う
な
「
上
林
坊
同
宿
民
部
一
房
豪
覚
」
「
大
上
坊
同
宿
卿
坊
木
義
」
な
ど
官

位
・
官
職
名
に
ち
な
ん
だ
一
房
号
を
も
っ
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
注
（
7
）
で
ふ
れ
た
戒
上
坊
に
同
宿
し
て
い
る
恵
鎮
は
「
伊
与
坊
道
政
」

と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
る
に
、
官
位
官
職
名
あ
る
い
は
国
名
に
ち
な
ん
だ
一
房
号
は
、
実
際
上
の
一
房
舎
の
所
有
を
伴
わ
な

か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
日
）
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
五
年
間
七
月
一
日
条
。

（
日
）
叡
山
文
庫
蔵
『
山
門
記
録
雑
集
』
所
収
「
横
川
般
若
谷
房
帳
」
。

（
日
）
「
応
永
元
年
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
」
。

（
国
）
『
鎌
倉
遺
文
』
五
一
八
八
号
。

（
口
）
『
華
項
要
略
』
門
主
伝
補
遺
。

（
日
）
『
華
項
要
略
』
門
主
伝
第
廿
一
二
。

（
叩
）
以
上
、
「
社
家
記
録
」
三
、
正
平
七
年
六
月
廿
日
・
九
月
六
日
・
九
月
七
日
条
。

（
却
）
「
祇
園
社
記
」
五
。

（
幻
）
「
社
家
記
録
」
三
、
観
応
元
年
七
月
廿
五
日
条
。

（
担
）
『
華
項
要
略
』
門
主
伝
補
遺
。

（
お
）
『
門
葉
記
』
五
十
四
、
応
安
五
年
七
月
十
三
日
条
。

（
但
）
「
社
家
記
録
」
四
、
応
安
四
年
七
月
二
日
条
。

（
お
）
里
一
房
一
の
構
造
を
具
体
的
に
物
語
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
山
上
房
の
形
状
に
つ
い
て
ま
、
「
着
東
塔
南
谷
禅
定
房
座
主
御
留
主
顕
秀
阿
門
梨
本

ー

房

也

、

臨

為

板

屋

懸

翠

簾

、

臨
防
相
前
蜘

L
一
紘
一
…
常
」
（
『
勘
仲
記
』
弘
安
十
一
年
五
月
廿
六
日
条
）
と
か
「
以
東
塔
南
谷
西
尊
院
為
勅
使
坊
、
曇
両
三
帖
、
反
古
張
扉
風
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等
難
在
之
、
其
外
具
足
更
以
無
之
」
（
『
康
富
記
』
嘉
吉
三
年
五
月
廿
八
日
条
）
と
い
う
記
述
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
部
）
『
看
聞
御
記
』
永
享
七
年
二
月
十
五
日
条
。

（
幻
）
例
え
ば
『
天
台
座
主
記
』
嘉
頑
二
年
八
月
六
日
条
等
参
照
。

（
お
）
「
元
徳
二
年
三
月
日
吉
社
並
叡
山
行
幸
記
」
（
京
大
写
本
）
。

（
却
）
同
前
。

（
却
）
寛
治
七
年
（
一

O
九
三
）
に
大
衆
が
座
主
梶
井
良
真
を
追
却
し
た
時
の
記
事
に
は
「
愛
山
上
大
衆
押
入
東
塔
之
西
谷
南
湖
、
祈
壊
座
主

弟
子
之
房
舎
六
十
余
字
、
弁
焼
坂
下
谷
属
之
舎
八
十
余
宇
己
了
」
（
『
扶
桑
略
記
』
寛
治
七
年
八
月
十
九
日
条
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
平
安
末
よ
り
山
上
の
「
弟
子
」
に
対
比
さ
れ
る
「
坂
本
谷
属
」
と
い
う
者
た
ち
の
定
住
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
訂
）
「
社
家
記
録
」
三
、
正
平
七
年
四
月
十
七
日
条
。

（
担
）
「
宝
鏡
寺
文
書
」
一
一
（
『
大
日
本
史
料
』
六
｜
五
）
。

（
お
）
『
天
台
座
主
記
』
暦
応
四
年
八
月
十
五
日
条
。

（
泊
）
『
菅
浦
文
書
』
一

O
四
五
号
。

（
お
）
「
賢
俊
僧
正
日
記
」
文
和
四
年
二
月
十
七
日
条
。

（
部
）
「
古
今
令
旨
」
（
『
大
日
本
史
料
』
六
｜
廿
四
）
。

（
幻
）
「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
（
『
群
書
類
従
』
巻
第
五

O
）。

（
認
）
『
愚
管
記
』
永
和
三
年
七
月
廿
八
日
条
。

（
却
）
「
南
部
普
氏
文
書
」
（
『
坂
田
郡
志
』
上
）
。

（
胡
）
『
菅
浦
文
書
』
八
四
O
号。

（
位
）
『
鰐
淵
寺
文
書
』
五
八
号
。

（
位
）
「
宝
鏡
寺
文
書
」
二
。

（
円
相
）
源
域
政
好
「
東
寺
領
上
桂
庄
に
お
け
る
領
主
権
の
確
立
過
程
に
つ
い
て
」
（
日
本
史
研
究
会
史
料
部
会
編
『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』
創
元

社
、
一
九
七

O
年）。

（
叫
）
「
東
寺
百
合
文
書
」
ヒ
四
十
六

l
四
十
八
（
京
大
影
写
本
）
。
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（
日
）
「
東
寺
百
合
文
書
」
ケ
四
十
三
｜
四
十
七
。

（
剖
）
「
応
永
元
年
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
」

（
U
）
「
南
禅
寺
対
治
訴
訟
」
（
『
大
日
本
史
料
』
六
｜
一
一
一
O
）。

（
絹
）
叡
山
文
庫
蔵
「
上
下
阪
本
略
図
」
。

（
叫
）
「
日
本
耶
蘇
会
年
報
」
（
欧
文
材
料
第
五
号
訳
文
）

『
大
日
本
史
料
』
十
｜
六
所
収
。
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（
付
記
）
本
稿
は
一
九
七
九
年
一
月
に
本
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
成
稿
に
あ
た
り
御

指
導
い
た
だ
い
た
黒
田
俊
雄
先
生
に
対
し
て
、
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。


